
生駒市規則第１２号 

 生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  令和８年３月３１日 

生駒市長 小 紫 雅 史 

 

   生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則の一部を改正する規則 

 生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則（平成２４年６月生駒市規則第

２１号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「別表第１及び別表第２」を「別表」に改める。 

 第２条の見出し中「使用料等」を「利用料金」に改め、同条第１項中「別表第

１に規定する」を「別表に規定する」に改め、同条第２項を削る。 

 第３条中「別表第３」を「別表第２」に改める。 

 第４条中「別表第４」を「別表第３」に改める。 

 第５条第１項中「使用料等（体育施設の使用料等を除く｡)」を「生涯学習施設

及び生駒ふるさとミュージアムの利用料金」に改める。 

 別表第１を削る。 

 別表第２の１の表備考中「消費税等相当額」を「消費税法（昭和６３年法律第

１０８号）の規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規

定による地方消費税に相当する額（以下「消費税等相当額」という｡)」に改め、

別表第２を別表第１とし、別表第３を別表第２とし、別表第４を別表第３とす

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 



 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市生涯学習施設等の使用料等に関する規則別表第１から別表第

３までの規定は、令和８年４月１日以後の使用に係る使用料等（生駒市生涯学

習施設等の使用料等に関する規則第１条に規定する使用料等をいう。以下同

じ｡)について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例

による。 


